
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax Analysis 
 

租税関係の立法化——「中華人
⺠共和国消費税法（意⾒募集
稿）」に関する概要分析 
 
増値税法意見募集稿1の公布に続き、2019年 12月 3日、財政部と国家税務総局はも
う一つの流通税である消費税について、「中華⼈⺠共和国消費税法（意⾒募集稿）2」 
（以下「意見募集稿」）を公布した。また、2020年 1月 2日を締切日として、パブリックコ
メント（意見公募手続）を実施した。 
 
増値税の立法化と同様に、租税法律主義に基づく法整備への取り組みとして、今回の「意
見募集稿」を用いたパブリックコメント及び関連の立法手続きにより、1993年に公布された
「中華⼈⺠共和国消費税暫定条例」（以下「暫定条例」）の⽴法化が⾏われる。⽴法
化を通じて消費税の各税収要素を明確にすることで、法律としての機能の向上がもたらされ
る。現行の「暫定条例」と比べ、「意見募集稿」は、規範性文書によって定められた内容の
一部が採用されると同時に、現状に応じた一部の条項が改正・追加された。消費税は増値
税と同様に流通税の一種であるが、その課税対象について、増値税では、大部分の物品と
サービスを網羅する外税であるのに対して、消費税では特定の商品（「課税消費品」）のみ
を対象として徴収する内税である点が異なる。また、増値税では、多段階課税が採用される
のに対して、消費税では通常、単段階課税が採用されている。 
 
「意見募集稿」のキーポイント 
 
1. 納税者 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
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1 詳細については、増値税法の意見募集稿に関する Deloitte Tax Analysis を参照のこと。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2019/deloitte-cn-tax-tap3052019-zh-191202.pdf 
2 「意見募集稿」全文は、http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n810961/c5140457/content.htmlを参照のこと。 
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「中華⼈⺠共和国国内において、課税消費品を販売・委託加⼯・輸⼊する組織単位及び
個人は、消費税の納税者として、本法に基づき、消費税を納付すべきである。 
…… 
 
納税者は生産段階、卸売段階又は小売段階で課税消費品を販売する場合、本法に基
づき、消費税を納付すべきである。 
 
納税者は課税消費品を対外販売せず自己使用する場合、本法に基づき、消費税を納付
すべきである。」 
 
「暫定条例」に比し、「意見募集稿」では、消費税の納税者の定義に文面上の調整が行わ
れた。現行規定では、消費税の課税段階は、対象となる課税消費品によって異なる。その
ため「暫定条例」では、納税者に関して、生産・委託加工・輸入・卸売・小売などに分けて
規定された。「意見募集稿」では、「生産・卸売・小売」のいずれにも販売行為が伴うことを
考慮し、それらは「販売」として統合された。この調整により、消費税の納税者の定義に実質
的な変動は生じない。 
 
留意すべき点として、「意見募集稿」では、「課税消費品の自己使用」は消費税課税行為
の 1つとして定められていることが挙げられる。現行規定の中にも、「自己使用（課税消費
品）」を課税行為とみなす規定は存在している。新税法の枠組み下で、「自己使用」の定
義付け、現行規定との間に差異が生じる可能性の有無については、今後の明確化が待た
れる。 
 
2. 課税対象及び税率 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「消費税の課税対象項目、税率と課税段階については、本法の添付である「消費税課税
対象項目税率表」に準拠する。国務院は、マクロ調整の必要に応じて消費税の税率を調
整する権限を有し、その際、全国⼈⺠代表⼤会常務委員会に届け出るものとする。」 
 
現行規定により、消費税の課税対象商品には、タバコ、酒及びアルコール、化粧品、高級ア
クセサリー及び真珠宝石・玉、爆竹・花火、製品油、オートバイ、小型自動車、ゴルフボール
及び用具、高級腕時計、ヨット、木製割り箸、天然材床板、バッテリー、塗料の計 15の課
税対象項目が含まれている。「意見募集稿」では、上述の 15の課税対象項目、及びその
税率と課税段階に関する現行規定が踏襲されている。先日公布された消費税改革試験
導入方案では、生産（輸入）段階で消費税を徴収する一部の品目（例：高級腕時
計、高級アクセサリー及び真珠宝石・玉）に対して、その課税段階は卸売又は小売段階へ
と段階的に調整される予定である3。それを踏まえ、「課税段階の調整に関わる課税消費品
は、それに合わせて適用税率の調整も行われる」ことが予測されていた。しかし、今回の「意
見募集稿」では、適用税率の調整が行われておらず、消費税改革の試験導入については、
概要的な規定のみが定められている。 
 
また、「意見募集稿」では、「国務院は、マクロ調整の必要に応じて消費税の税率を調整す
る権限を有する」と規定されている。この権限付与により、政府は消費税税率の調整を通じ
て、経済情勢の変動への迅速な対応が可能となり、消費税法の枠組み下における税率調
整体制は、より効率的なものとなっている。 
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3 詳細については、消費税改革の試験導入方案に関する Deloitte Tax Analysis を参照されたい。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/tax-newsflash/deloitte-cn-tax-newsflash-zh-191118.pdf 
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3. 売上高 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「売上高とは、納税者が課税消費品を販売する際に取得した関連の対価であり、全ての貨幣又は非貨幣形式の経済的利益を含む。」 
 
売上高の定義については、先日公布された増値税の意見募集稿における関連規定との整合性を考慮し、増値税の意見募集稿の規定
と同様の内容が定められている。「暫定条例」と比べ、売上高の定義は、取引の実質の重点的な考察を行ったものであり、「納税者の取
得する対価は、現金のほか、非貨幣形式の経済的利益も含む可能性がある」ことを強調した。（詳細については、増値税法意見募集
稿に関するデロイト Tax Analysisを参照のこと） 
 
4. 税額計算方法 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「消費税は、従価課税、従量課税、又は従価課税と従量課税の複合課税（以下、複合課税と略称する）の方法で納付税額を計算
する。」 
 
現行規定では、消費税の基本的な税額計算方法は、主に「従価税率」と「従量税額」とに分けられている。「従価税率」の場合、販売
価格が課税標準となる一方、「従量税額」の場合は、販売数量が課税標準となる。「意見募集稿」において、消費税の税額計算方法
に変化はないが、より明確な理解のため、「従価課税」と「従量課税」とに名称が変更された。 
 
5. 課税標準の査定 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「納税者の申告する課税消費品の課税価格と数量が明らかに低く、かつ合理的な事業目的を伴わない場合、税務機関及び税関はそ
の課税価格と数量を査定する権限がある。」 
 
「暫定条例」の規定により、特定の状況下において、税務機関は消費税の課税価格を査定することができる。「意見募集稿」では、この
規定を踏襲する上で、課税標準の査定に関するルールが、以下の通り整備された。 
 

• 増値税法の意見募集稿の規定と同様に、課税標準の査定が認められる状況に関する記述の中の「（かつ）正当な理由がな
い場合」を「かつ合理的な事業目的を伴わない場合」に変更された。この変更は、納税者の動機に対する考察に着目し、また、
企業所得税法や個人所得税法にも存在する「合理的な事業目的」という表現を、流通税法にも使用することで、税目間の整
合性の向上及び差異の解消に有効であると考えられる4。 

• 消費税の課税標準は課税価格のほか、販売数量を採用する可能性があることを考慮し、販売数量の査定権限を税額徴収
機関に付与する規定が追加された。 

• 輸入段階での消費税は、税関より代行徴収されることを考慮し、「税務機関のほか、税関も消費税の課税標準を査定する権
限を有する」ことが明確に規定された。 

 
実務上、「課税消費品の関連者間取引における適正でない価格設定を通じて、企業グループ全体の税負担を軽減させる」アレンジが、
一部の企業に存在している。将来において、企業所得税法における「合理的な事業目的」の関連規定に基づき、消費税納税義務の軽
減が「合理的な事業目的を伴わない行為」に該当すると定められた場合、税務機関は上述の規定に基づき、課税消費品の課税価格
を査定する権限を有する。 
 
6. 課税消費品の購入に係る消費税の税額控除 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「購入した課税消費品を連続して課税消費品の生産に使用する場合、以下の状況に該当する消費税税額は、規定に従って控除するこ
とができる。 
 
                                                
4 留意すべき点として、「正当な理由」という表現は引き続き、現行の税収徴収管理法において使用されていることが挙げられる。税収徴収管理法の規定により、納
税者の申告する課税標準が明らかに低く、かつ正当な理由がない場合、税務機関は納付税額を査定する権限がある。 



（一）購入したきざみタバコを原料として、連続して紙巻タバコを生産する 
（二）購入した爆竹・花火を原料として、連続して爆竹・花火を生産する 
（三）購入したクラブヘッド・シャフト・グリップを原料として、連続してゴルフクラブを生産する 
（四）購入した木製割り箸を原料として、連続して木製割り箸を生産する 
（五）購入した天然材床板を原料として、連続して天然材床板を生産する 
（六）購入した石油・燃料油を原料として、連続して製品油を生産する 
（七）購入したガソリン、ディーゼル油、潤滑油を原料として、連続してガソリン、ディーゼル油、潤滑油を生産する 
（八）グループ内企業の間で購入したビール原液を原料として、連続してビールを生産する 
（九）購入した葡萄酒を原料として、連続して葡萄酒を生産する 
（十）購入した高級化粧品を原料として、連続して高級化粧品を生産する 
第（六）、（七）、（八）項を除き、上述した「税額控除が認められる状況」は、「課税消費品の輸入」又は「同一の課税対象項目
の納税者からの課税消費品の購入」に限られる。」 
 
多段階課税が採用される増値税とは異なり、消費税は通常、単段階課税が採用される。しかしながら現行規定により、納税者は、限
定的な状況（外部から購入した指定の課税消費品を連続して特定の課税消費品の生産に使用する場合）下においては、購入した課
税消費品に含まれる消費税額を自身の消費税額から控除（仕入控除税額）することが認められている。「意見募集稿」では、現行規
定において定められた控除対象品目を統合した上で、一部の控除対象品目に対する調整が行われた。その一例として、「高級アクセサリ
ー及び真珠宝石・玉を購入し、連続して高級アクセサリー及び真珠宝石・玉を生産する」場合の税額控除適用規定は削除されたことが
挙げられる。国務院が公布した消費税改革試験導入方案によると、「高級アクセサリー及び真珠宝石・玉」に対する消費税の課税段階
は、卸売・小売段階に変更される（詳細については、消費税改革試験導入に関する Deloitte Tax Newsflashを参照のこと）。この背
景下で、将来、購入した高級アクセサリー及び真珠宝石・玉を原料として、連続して高級アクセサリー及び真珠宝石・玉を生産する場
合、購入した高級アクセサリー及び真珠宝石・玉の価格は税抜価格とされることとなる。「意見募集稿」における上述の改正は、「高級ア
クセサリー及び真珠宝石・玉」に対する消費税の課税段階変更に向けての、立法化の観点からの準備作業であると考えられる。 
 
購入した課税消費品が、連続して課税消費品の生産に使用される場合、少数の例外状況を除き、「税額控除が認められる状況」の大
部分は、「同一の課税対象項目の納税者からの課税消費品の購入」との制限条件が適用される。「意見募集稿」では、「同一の課税
対象項目の納税者」について明確に規定されていないが、この制限条件は、「納税者は卸売・小売企業ではなく、製造企業から指定の
課税消費品を購入した場合のみ、上述の税額控除規定の適用が可能となる」ことを意味すると予想される。 
 

7. 税収優遇 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「納税者が輸出する課税消費品に対しては、消費税を免除する。ただし、国務院が別途規定する場合、その限りではない。国務院は、
国⺠経済と社会発展の必要に応じて、消費税の免税または減税について規定する権限を有し、その際、全国⼈⺠代表⼤会常務委員
会に届け出るものとする。」 
 
「意見募集稿」では、「暫定条例」における輸出課税消費品の免税規定を踏襲する上で、消費税の免税・減税規定の権限を国務院に
付与する規定が追加された。 
 
8. 納税義務の発生時期 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 

「消費税納税義務の発生時期は、以下の規定によって確定される。 
（一）納税者の販売した課税消費品は、売上代金を回収した当日、または売上代金収受のための証憑を取得した当日とする。先に
発票を発行した場合、発票発行の当日とする。 
（二）委託加工の課税消費品は、受託者が個人である場合を除き、受託者が委託者に製品を引渡す時に、税額の徴収と納付を代
行する。納税義務の発生時期は、受託者が委託者に納品する当日とする。 
（三）対外販売せず、自己使用する課税消費品は、課税消費品が移送される当日とする。 
（四）輸入した課税消費品は、輸入通関の当日とする。」 
 
「意見募集稿」においては、消費税に係る納税義務の発生時期につき、具体的な状況に分けて詳細に規定されている。その内容は、増
値税の意見募集稿で定められた増値税納税義務の発生時期に関する規定と類似するものである。これは、増値税と消費税の納税義
務の発生時期に関する規定の一本化を志向する税金徴収管理の現状が反映されているものと考えられる。 
 



9. 情報の共有 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 

「税関は委託により消費税の代行徴収を行った後、関連の情報と輸出物品の通関情報を、税務当局と共有すべきである。 
…… 
税務機関は、発展改革・工業情報化・警察・生態環境・交通運輸・商務・応急管理・税関・市場監督管理などの政府機関と共に、消
費税の情報共有と業務連携メカニズムを構築し、消費税の徴収管理を強化すべきである。」 
 
今回公布された消費税の「意見募集稿」では、増値税の意見募集稿と同様に、税務機関と税関などのその他の関連政府機関との情
報共有・業務連携メカニズムの構築が明確に規定されている。これにより、立体的な消費税徴収管理体制の構築に法的根拠が提供さ
れ、将来の消費税改革の順調な実施を保証するための基盤が設けられると考えられる。 
 

10. 課税期間 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 

消費税の課税期間は、10日、15日、1 ヵ月、四半期又は半年とする。納税者の具体的な課税期間は、所轄税務当局が納税者の納
付税額の多寡により個別に決定する。固定の課税期間で納税することができない場合には、その都度納税することができる。 
…… 
源泉徴収義務者の源泉徴収税額の課税期間と申告納税期限については、前二項の規定に従うものとする。」 
 
「暫定条例」と比べて、「意見募集稿」では「1日・3日・5日」の課税期間が削除され、「半年」の課税期間が追加された。これは、増値
税の意見募集稿の内容と一致しており、納税者の申告納税頻度の低下によるコンプライアンス負担の軽減が期待される。 
 
また、「意見募集稿」では、課税期間と納税申告期限の規定に「源泉徴収義務者」に関する内容が追加された。当該「源泉徴収義務
者」に関する定義と解釈は、現行規定及び「意見募集稿」には存在していない5。当該「源泉徴収義務者」の具体的な内容と適用状況
については、今後の更なる明確化が待たれる。 
 
11. 消費税改革の試験導入 
 
「意見募集稿」では、以下の通り規定されている。 
 
「国務院は消費税改革の試験導入を実施し、消費税の課税対象項目・税率・課税段階を調整する権限を有し、その際、試験導入方
案を全国⼈⺠代表⼤会常務委員会に届け出るものとする。」 
 
「意見募集稿」では、消費税改革の試験導入に関する内容が追加され、かつ具体的な実施方法を定める権限は国務院に付与された。
一方、以前公布された「消費税の課税段階の調整」及び「消費税額の地方留保」に関する消費税改革措置は、今回の「意見募集稿」
には反映されていない。 
 
デロイトの考察及びアドバイス 
 
総じて、「意見募集稿」の公布は、消費税の立法作業が実質的な進展を遂げたことを示すものであるといえる。「意見募集稿」の内容と
しては、現行規定に実質的な影響を与える変更は多くない。これは、立法上、現行の税制構造と税負担との水準を全体的に変化させ
ないよう確保する政府の意図が反映されている。また、関連の税収政策の安定性と継続性との確保を前提とした新税法へのスムーズな
移行の実現に役立つものであると考えられる。留意点として、「意見募集稿」では、複数の条項の中で、増値税法との整合性が保たれて
おり、これは、異なる税目の間に存在する概念の差異の解消、及び税法の理解・実行・遵守に有効であることが挙げられる。また、各方
面から注目されている増値税改革における課税対象項目と税率の調整、及び以前公布された一部品目の課税段階の調整方針に関
する具体的な内容などは、いずれも今回「意見募集稿」に反映されていない。より詳しい改革案は、現在検討中の可能性が想定され
る。 
 
現段階では、消費税の納税者及び消費税から影響を受ける企業は、消費税の立法進捗及び改革の試験導入計画に留意するととも
に、現行の消費税税制の下で、企業の直面する政策面の課題と現実問題との積極的な収集・整理、合理的な政策要望の形成、関
                                                
5「意見募集稿」には「委託加工の課税消費品は、受託者が個人である場合を除き、受託者が委託者に製品を引渡す時に税額を代理徴収、代理納付する」とい
う規定がある。しかしこの場合、受託者は消費税の「源泉徴収義務者」ではない。 



連政府機関や業界協会などとの意思疎通が推奨される。また、関連する企業は、税務管理の効率を効果的に向上させるために、今回
の立法をきっかけに、消費税税制の変化から受ける影響に関する積極的な分析・評価、早期的な対応策の策定、必要に応じたデジタル
化の管理方法の導入、企業の税務リスク管理体系の整備を行うことが推奨される。 
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